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はじめに

○策定の趣旨

本県は、多くの離島・半島や中山間地域を有し、平坦地に乏しく、水資源に恵まれな

い厳しい生産条件の中で、農業者をはじめとする先人の創意工夫と努力により、地域の

特性を活かした多様な農業が展開されています。

近年、農地の基盤整備の完了面積の増加とともに担い手への農地集積・集約化による

経営規模拡大や、機械化・省力化による生産性向上等によって、農業産出額や生産農業

所得は増加しています。

しかしながら、今日の農業・農村を取り巻く情勢は、急速な農業者の減少や担い手不

足の深刻化、これに伴う農地面積の減少、農業水利施設の老朽化に加え、激甚化・頻発

化する自然災害の発生、資材価格や労務費の高騰等、大変厳しい状況にあります。

国においては、令和６年５月に「食料・農業・農村基本法」を改正し、農業生産基盤

の「整備」に加え「保全」が明示されました。これを踏まえ、令和７年４月に改正され

た「土地改良法」に基づく「土地改良長期計画」では、生産性向上に向けた生産基盤の

強化と農業用水の安定供給のための農業水利施設の戦略的な保全管理を推進する等が

示されました。また、令和７年６月に策定された「第１次国土強靱化実施中期計画」で

は、防災重点農業用ため池等の防災減災対策を切れ目なく推進するよう位置づけられ

たところです。

このような中、将来にわたって農業振興を図り農村地域が発展していくためには、次

代の農業を担う「担い手」の確保・育成につながる農地集積・集約化や、生産性の向上

のための生産基盤の整備と、農村集落の安全性を確保し、安心して生活や生産活動がで

きる防災減災対策が急務となっています。

このため本県においては、令和８年度より「第４期ながさき農林業・農山村活性化計

画」を策定し、「快適で儲かる農林業・快適で暮らしやすい農山村の実現」を目指して、

「担い手対策」、「産地対策」、「集落対策」を柱とする各種施策を展開していくこととし

ています。この活性化計画の実現に向けて、我々が担う農業農村整備分野を計画的に進

めていくため、「ながさき農業農村整備推進計画 2026-2030」を策定いたしました。

この中で、「基本目標」として

① 農業の収益性向上を支え次代に継承できる生産基盤の整備・保全

② 災害に強い安全・安心な農村集落づくり

を掲げ、それぞれに整備計画と目標値を定めて取り組むこととしています。
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○性格と役割

本計画は、国の農林行政の動向や本県の実態に即し、将来の目指す姿を描きながら、

これを実現するための農業農村整備の基本理念と展開方向を示すとともに各地域で重

点的に取り組む振興計画を明らかにし、農業者、土地改良区、関係機関、市町等に対し

て、計画の達成に向けた取組を促すものです。

○構成と期間

令和１７年（１０年後）の長崎県の農林業・農山村の目指す姿を描きながら、今後５

年間の施策の方向性を示した『第４期ながさき農林業・農山村活性化計画』を実現する

ための農業農村整備事業の具体的な役割を示します。

計画期間は、令和８年度から令和１２年度までの５年間とします。

第１章 本県農業農村の現状と課題

【１】農業生産基盤の整備の現状と課題

○長崎県の耕地面積及び整備率（令和６年度末時点）

耕地面積※1 割合 うち整備済 整備率

面積

（ha） （％） （ha） （ha） （％）

水田 20,500 46 水田 19,516 12,168 62.4%

畑 24,400 54 畑(普通) 16,481 4,085 24.8%

樹園地 5,390 445 8.3%

計 44,900 100 41,387

地目 地目

確保すべき
農地面積※2

    

(1) 水田の整備

＜現状＞

本県の水田の面積は、２０，５００ｈａと全耕地面積の４６％を占めており、令和

６年度末までの整備率は６２％となっています。

農地の基盤整備によって、大型機械の導入等による生産性向上や担い手への農地集

積による経営規模拡大、暗渠排水の整備によって高収益作物の導入等が図られ、農業

所得の向上につながっているところです。

今後は、整備が遅れている中山間地域を中心に、地域の実情や地形条件に応じた整

備を進めるとともに、平坦地ではスマート農業技術の導入を加速化するための大区画

化や付加価値の高い農業を進めるため、汎用化・畑地化による園芸団地整備等を推進

していく必要があります。

※２ R2 年度 各市町が「農業振興地域整備計画」で

定めた「確保すべき農用地等の面積」の合計値。

※１第 71 次九州農林水産統計年報（令

和５年～６年）による。
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一方、造成された農業水利施設の老朽化が進んでいることから、将来にわたって農

業を継続していくためにも計画的な施設の補修、更新整備が必要となっています。

［整備実績］

○令和６年度まで整備済面積１２，１６８ｈａ／水田面積１９，５１６ｈａ＝  

６２％の区画整理を実施

※水田面積は「令和 2 年 確保すべき農用地等の面積の目標達成に状況に関する調査」より

＜課題＞

○中山間地域における地形条件に起因する整備の遅れ

〇農業者の高齢化、担い手不足、担い手不在の地域が増加

〇更なる省力化を図るためスマート農業技術の導入に対応した基盤整備や大区画

化の遅れ

○整備済み水田での排水不良等による裏作・転作の取組や、高収益作物の導入の

伸び悩み

○所有者不明農地、相続手続未了農地の対応

○小規模土地改良区が多く、将来の農業水利施設等の維持管理、適切な土地改良

区の運営のための体制強化

〇建設資材・労務単価高騰等に伴う整備費用の増

(2) 畑地の整備

＜現状＞

畑地（樹園地含む）の面積は、２４，４００ｈａと全耕地面積の５４％を占めてい

ます。また、令和６年度末までの普通畑の整備率は２５％と、水田整備率の５割程度

にとどまっています。本県は離島や半島地域など多くの中山間地域を有しており、特

に傾斜度１５度以上の急傾斜の畑地面積は９％と、全国平均の４％を大きく超える状

況であり、生産性向上や担い手の経営規模拡大の支障となっています。

このような厳しい条件下においても、区画整理や畑地かんがい施設が整備された地

域では、担い手への農地集積が加速化されるとともに、ブロッコリーやばれいしょ、

にんじん、白ねぎ等の産地規模が拡大し、農業所得の向上につながっています。

今後、中山間地域での整備を展開していく上で、地形条件や地域特性に応じた基盤

整備を進めるとともに、コスト縮減対策を講じながら、効率的かつ効果的な整備に取

り組む必要があります。

一方、これまで造成された農業水利施設の老朽化が進んでいるため、機能診断をも

とに機能保全計画を策定し、計画的な補修・更新整備が必要となっているため、施設

を管理する土地改良区等においては、将来の更新整備に向けた、資金計画等の準備が

不可欠となっています。
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［整備実績］

○令和６年度まで整備済面積４,０８５ｈａ／畑地面積(普通畑)１６,４８１ｈａ

＝２５％の区画整理を実施

○令和６年度まで整備済面積７,６２２ｈａ／畑地面積２１,８７１ｈａ＝３５％

の畑地かんがい施設整備を実施

※畑地面積は「令和 2 年 確保すべき農用地等の面積の目標達成に状況に関する調査」より

＜課題＞

○中山間地域における地形条件に応じた整備方法の検討

○樹園地を含む畑地整備を進めるための新たな水源確保

○所有者不明農地、相続手続未了農地の対応

○小規模土地改良区が多いため施設の維持管理や更新整備にむけた体制強化

〇建設資材・労務単価高騰等に伴う整備費用の増

(3) 農道の整備

＜現状＞

本県では、これまで、島原半島の雲仙グリーンロード等の広域農道をはじめ、地域

の実情に応じた農道整備を進めており、令和６年度までに約８８５km の整備を行っ

てきました。その結果、農地への通作や農業資材の搬入、農産物の集出荷利用はもと

より、集落における生活道路としての機能を兼ねることで生活環境の改善につながっ

ているところです。さらに、災害時の緊急輸送道路としての活用にも寄与しています。

［整備実績］

○令和６年度まで広域農道、基幹農道及び一般農道８８５km を整備

＜課題＞

○整備中農道の早期完成（必要予算の確保）

○中山間地域等における狭小・線形不良な道路状況

樹園地の基盤整備（小迎地区：西海市）畑地の基盤整備（愛津原地区：雲仙市）
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【２】農村生活環境整備の現状と課題

(1) 農村地域の防災対策

   ＜現状＞

近年、激甚化・頻発化する集中豪雨や地震等の自然災害により多くの農業用ため池

が被災し、甚大な被害が発生したため、国は、「防災重点農業用ため池に係る防災工

事等の推進に関する特別措置法（令和２年１０月）」を定め、ため池の防災減災対策

の強化を推進しています。

県内には２，８７２箇所の農業用ため池があり、７１６箇所の防災重点農業用ため

池が存在しています。このうち、一斉点検や劣化状況評価によって整備が必要と判定

されたため池は４９２箇所あります。

また、農地海岸保全区域は県内に２８７km、農地海岸保全施設は５７０箇所あり、

台風による波浪や高潮被害から農地や宅地等を保全しています。このうち、背後に農

地がある海岸は１５０箇所あります。

地すべり防止区域は県内に７８箇所あり、このうち、地すべりの兆候がみられる区

域で対策を進めていく必要があります。また、既存の地すべり防止施設についても、

施設の更新整備等の長寿命化対策を計画的に進めていく必要があります。

さらに、災害発生直後の避難・救助・物資輸送などの応急活動を円滑に行うため、

緊急輸送道路として、主要な国道や県道に加え、県内の農道５路線を指定されており、

これらの農道には橋梁が７４橋あります。

［整備実績］

○令和７年度までに、１４１箇所のため池整備に着手済み。

防災重点農業用ため池７１４箇所のハザードマップを作成・公表済み（残り２

箇所はＲ８作成・公表予定）。

○海岸保全施設５７０箇所のうち、長寿命化対策が必要な７６箇所において、令

和３年度から令和７年度までの５年間で７６箇所の全てで事業着手済み。

○地すべり防止区域７８箇所のうち、令和３年度から令和７年度までの５年間で

３２箇所において長寿命化対策に着手済み。

＜課題＞

○整備が必要な防災重点農業用ため池の計画的な着手

○地すべり防止施設・海岸保全施設の長寿命化対策の計画的な実施及び整備方針

の検討

〇農道の橋梁耐震化対策を計画的に進めるための仮設道路用地の確保

○受注環境改善による入札不調・不落対策
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第２章 取組事例
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第３章 ながさき農業農村整備 2026-2030 の基本理念と目標

（基本理念）

将来にわたって継承され儲かる農業と安全で活力ある農村の実現

（目標）

(1) 農業の収益性向上を支え次代に継承できる生産基盤の整備・保全

農地の基盤整備を関連支援策と一体的に実施することで、地域計画の実現を目指し、

意欲ある経営体へ農地集積を加速させ、将来にわたって継承される農業経営体の育成を

目指します。

農道やかんがい施設等の整備を進め、通作条件の改善や、安定した作物生産、品質向上

など収益性の高い生産基盤の確立を目指します。

土地改良区の体制強化を進め、老朽化した農業水利施設の計画的な保全対策の実施を

目指します。

(2) 災害に強い安全・安心な農村集落づくり

気候変動等により、激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、防災重点農業用た

め池の防災工事を集中的かつ計画的に推進するとともに、海岸保全施設や地すべり防止

施設の整備、橋梁の耐震化を含む農道保全対策などのハード対策や、ため池ハザードマ

ップの周知徹底、既存農業用ダムの洪水調整などのソフト対策を併せて取り組むことで、

農村地域の防災・減災力の向上を目指します。
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第４章 農業農村整備事業の展開方向

本県の農業農村整備事業は、「第４期ながさき農林業・農山村活性化計画」に掲げる目

標の実現に向け、「農業の収益性向上を支え次代に継承できる生産基盤の整備・保全」や

「災害に強い安全・安心な農村集落づくり」により、生産性の高い優良農地の確保や安全

で快適な農村地域の構築を目指します。

   ［計画期間 ２０２６ ～ ２０３０ （５年間）］

【１】農業の収益性向上を支え次代に継承できる生産基盤の整備・保全

(1)産地を支える農地の基盤整備の推進

○地域の営農形態や地形条件などの特性を踏まえた生産基盤整備の推進

地域計画の実現を目指し、生産性向上や担い手の規模拡大、高収益作物の導入拡大

等に向けて、地域での話し合いを通じて地元の合意形成を図り、生産基盤整備を推進

します。

水田においては、生産性向上や担い手の規模拡大、高収益作物の導入拡大等に向け

た水田の汎用化・畑地化のための農地の基盤整備を推進します。

また、畑地及び樹園地においても、生産性、収益性の向上のため、基盤整備と合わ

せて畑地かんがい施設整備を推進します。

（水田）

・中山間地域や離島が多い本県の地理的特性を踏まえつつ、大型機械やスマート農

業技術の導入等により生産性の向上や担い手の経営規模拡大を図るために必要と

なる新たな水田の基盤整備に加え、過去に整備された地域の再整備を推進します。

・収益性の高い安定した農業経営を目指し、裏作・転作の取組拡大や高収益作物を

中心とした営農体系への転換を促進するため、排水施設や客土・暗渠排水等の整

備による水田の汎用化・畑地化を推進します。

・地域の実情に応じた条件整備を実施するとともに、農地中間管理機構と連携して

担い手への農地集積・集約化を加速します。

水田畑地化状況（駄野地区：波佐見町） 稲刈り状況（寺脇地区：五島市）



- 12 -

（畑地）

・大型機械の導入等による生産性の向上や担い

手の経営規模拡大を図るために必要となる畑

地の基盤整備を推進します。中山間地域等の

地形条件が厳しい地域においては緩傾斜区

画、等高線区画など、地域や地形の条件に応じ

た弾力的な整備を推進します。

・農作物の生産性や品質向上、高収益作物の導入

を図るため、畑地かんがい施設の整備を推進

します。

・樹園地においても、農地中間管理機構と連携

し、園地の流動化を図るとともに、基盤整備と

併せて畑地かんがい施設の整備を推進します。

(2) 農業水利施設の長寿命化対策

○農業水利施設の計画的な保全対策の実施

これまでに造成してきた多くの農業水利施設は

老朽化が進行し、漏水等に対する応急対応等、維持

管理にかかる負担が増加しています。農業者の減

少や高齢化、施設の老朽化が進行していく中、地域

農業にとって不可欠なこれらの施設の機能を将来

にわたって維持していくためには、施設の点検や

機能診断等により計画的かつ効率的な補修や更新

が必要であるため、機能保全計画に基づき、長寿

命化対策を進めます。

・施設管理者である土地改良区または市町と役割分担し、長崎県土地改良事業団体

連合会と連携して施設の点検や診断を行い、対策が必要な施設の保全対策を進め

ます。

    

(3) 農道の整備促進

○整備中農道の早期完成

農産物輸送や農作業の効率化、農村地域の利便性

向上等、通作条件を改善する農道整備について、早

期完成を目指します。

中山間地域の基盤整備

（有喜南部地区：諫早市）

揚水ポンプの更新整備

（田平第二地区：平戸市）

橋梁（川棚西部地区：川棚町）

    下白大橋

にんじんの灌水状況

（三会原地区：島原市）
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(4) 土地改良区の体制強化

○水土里ビジョン策定による土地改良区の体制強化

水土里ビジョン策定によって農業水利施設の運営管理体制の強化や施設の補修更

新に向けた積立金の確保など、土地改良区の運営基盤の強化を進めます。

関係市町の「今後の土地改良区のあり方に関する基本方針」に基づき、土地改良区

の統合に向けた取組を進めます。

【２】災害に強い安心・安全な農村集落づくり

(1) 農村地域の防災・減災対策

○防災重点農業用ため池の改修、海岸保全施設の整備、地すべり対策などの防災対策

の推進

近年、激甚化・頻発化する豪雨や台風等の災害を未然に防止し、安定した農業経営

や安心・安全な生活環境を維持するため、ため池の改修、海岸保全施設の整備、地す

べり対策を計画的に進めます。

また、自然災害が発生した場合には、速やかな復旧を進めます。

・決壊した場合に下流域に甚大な被害を及ぼすお

それのある「防災重点農業用ため池」の防災工

事等については、「防災重点農業用ため池に係る

防災工事等の推進に関する特別措置法」（令和２

年１０月１日施行）に基づき、地元の合意形成

を踏まえ、集中的かつ計画的に進めます。併せ

て、市町で作成したため池ハザードマップを地

域住民へ周知徹底するとともに、豪雨時等に

おけるため池の水位・堤体状況をリアルタイ

ムで把握し、異常の早期検知と迅速な避難・応

急措置につなげるため、遠隔監視システムの導

入促進等のソフト対策も進めます。     

・また、近年の水害の激甚化を踏まえ、「既存ダム

の洪水調節機能の強化に向けた基本方針」（Ｒ

元.１２）に基づき、治水協定を締結した既存の

農業用ダムの事前放流など、下流域の被害軽減

に向けて管理者である土地改良区と連携して流

域治水に取り組みます。

防災重点農業用ため池整備

（中堤ため池：松浦市）

堤体開削によるため池廃止

（内裏池：佐世保市）
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○管理者と連携した橋梁の耐震化を含む農道保全対策の実施

管理者である市町と連携して農道の点検・診断・保全対策を進めます。

「長崎県国土強靭化地域計画」（Ｒ８策定）に基づき、緊急輸送道路に位置付けら

れた農道の橋梁耐震化対策を計画的に推進します。なお、橋梁耐震化対策の実施にあ

たり必要となる仮設道路用地については、関係市町と連携し、円滑な地元調整を行い

ます。

○海岸保全施設、地すべり防止施設の長寿命化対策の推進

農地海岸保全区域及び地すべり防止区域における被害を未然に防止するため、施設

整備を計画的に進めます。

また、施設の長寿命化対策については、背後農地の状況や施設の構造及び緊急性を

踏まえ、整備方針の再検討を行い、必要な補修・更新を計画的に進めます。

農地海岸施設整備

（簿山地区：平戸市）

地すべり対策 実施中

（大野地区：長崎市）
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第５章 ながさき農業農村整備 2026-2030 の整備計画

【１】農業の収益性向上を支え次代に継承できる生産基盤の整備・保全

(1) 産地を支える農地の基盤整備の推進

① 水田の基盤整備の推進

○生産性の向上及び機械の大型化による省力化を図るため、１枚あたり３０ａを標

準区画とした整備を進めます。

○過去に整備済みの地域においても、更なる生産性向上を目指し、畦畔除去や客

土、暗渠排水等など再整備を行うことで、汎用化・畑地化や大区画化、スマート

農業技術の導入に対応した水田整備を進めます。

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

ha ha ha ha ha

12,550 12,555 12,605 +55 +50
水田の
整備済面積

項目

                 

② 畑地の基盤整備及び畑地かんがい施設整備の推進

○生産性の向上及び機械の大型化を図るため、１枚あたり３０ａを標準区画とした

整備を進めます。また、省力化を目的としたスマート農業技術の導入に対応した

基盤整備を推進します。

○中山間地域など、傾斜が厳しい地形条件の地域においては、コスト縮減対策を検

討しながら、緩傾斜区画、等高線区画など、地域や地形の条件に応じた弾力的な

整備を進めます。

○農作物の生産性や品質の向上、高収益作物の導入など、収益性の高い農業経営の

確立に向けて、畑地かんがい施設の整備を進めます。

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

ha ha ha ha ha

5,372 5,427 5,727 +355 +300

ha ha ha ha ha

9,768 9,839 10,119 +351 +280

畑かんの
整備済面積

項目

畑地の
整備済面積

                  

(2) 農業水利施設の長寿命化対策

○施設管理者である土地改良区または市町と役割分担し、長崎県土地改良事業団体連

合会と連携して施設の点検、診断を行い、対策が必要な施設について保全対策を進

めます。

○農業用ダム等の基幹的農業水利施設については、継続して計画的な保全対策を進め

ます。

○また、基幹的農業水利施設以外の施設についても、管理者と連携して必要な保全対

策を進めていくため、管理者である土地改良区等への支援を行っていきます。
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(3) 農道の整備促進

① 農道の整備促進

○整備を進めている路線の早期完成を目指します。

○通作条件の改善につながる農道について、農産物輸送や農作業の効率化、農村地域

の利便性向上を目指し、計画的な整備を推進します。

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

km km km km km

885 885 890 +5 +5
農道の
整備済延長

項目

(4) 土地改良区の体制強化

① 水土里ビジョン策定による土地改良区の体制強化

〇令和７年４月に施行された改正土地改良法において、土地改良区が連携管理保全計

画（水土里ビジョン）を策定することができる仕組みが創設されたことをうけ、農

業水利施設の保全、土地改良区の運営基盤強化を目的とした水土里ビジョン策定を

進めます。

○本県の土地改良区の約７割は受益面積１００ｈａ未満の小規模組織であるため、土

地改良施設を適切に維持管理していくための体制強化が急務となっており、関係市

町の「今後の土地改良区のあり方に関する基本方針」に基づき土地改良区の統合に

向けた取組を進めます。

【２】災害に強い安全・安心な農村集落づくり

(1) 農村地域の防災・減災対策

① 防災重点農業用ため池の整備促進

○「ため池工事特措法」に基づき、期間内に「防災重点農業用ため池」の防災工事等

を集中的かつ計画的に整備を進めます。

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

124 141 178 +54 +37
着手箇所数

項目

② 橋梁の耐震化を含む農道保全対策の実施

○緊急輸送道路に位置づけられている農道の橋梁耐震化対策を進めます。

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

％ ％ ％ ％ ％

77 77 81 +4 +4
耐震化
整備率

項目

※橋長１５ｍ以上の橋梁を対象
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③ 地すべり防止施設（長寿命化対策）

○地すべり防止区域内において、農地や民家等を地すべり被害から防ぐため、水路、

排水ボーリング、集水井等の抑制対策や杭打、アンカー等の抑止対策を進めます。

○老朽化等により機能が低下した地すべり防止施設の機能を持続的に発揮させるた

め、水路、水抜ボーリング、集水井、アンカー等の補修、更新を計画的に進めます。

④ 海岸保全施設（長寿命化対策）

○農地海岸保全区域において、高潮や波浪による被害を防止するため、堤防、護岸、

樋門及び開口部対策等の整備を計画的に進めます。

○老朽化等により機能が低下した海岸保全施設の機能を持続的に発揮させるため、堤

防、護岸、樋門等の補修、更新を計画的に進めます。

⑤ 流域治水の推進に向けた既存農業用ダムの洪水調節機能の強化

○一級水系及び二級水系にある既存の農業用ダムにおいて、管理者である土地改良区

等と連携し、洪水が予想される場合には、事前放流等を行い、ダムの水位を低下さ

せることで下流域における洪水被害の防止・軽減を図ります。
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第６章 地域別振興計画

【県央地域の基本方針】

○農地中間管理機構と連携し、担い手への農地集積・集約化を加速化するとともに、再

整備による大区画化や暗渠排水整備に取り組み、水田の汎用化・畑地化による高収益

作物の導入を推進します。（柳新田）

○担い手への園地集積と基盤整備により高生産性樹園地を確保します。（鈴田・内倉、

長与岡、太田和、天久保など）

○基盤整備により荒廃農地解消と担い手への農地集積を図りながら、多様な担い手に

よる露地野菜（ばれいしょ、すいか、だいこん、たまねぎ、ブロッコリーなど）の産

地化を目指します。（面高、長田東部など）

○農村地域を災害から未然に防止し、安全・安心な生活を確保するため、防災重点農業

用ため池の整備を推進します。（諫早北部２期、波佐見、東彼杵、観音谷など）

○川棚地域と伊木力地域の基幹農道の整備を完了させます。

○緊急輸送道路に位置づけられている農道の安全性を向上させるため、農道橋の耐震

補強を実施します。（多良岳南部、諫早西部）

○地すべりの未然防止により、安全な農村生活基盤を維持します。（大野、西海など）

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

水田の ha ha ha ha ha

整備済面積 4,757 4,757 4,765 +8 +8

畑地の ha ha ha ha ha

整備済面積 1,881 1,883 1,987 +106 +104

畑かんの ha ha ha ha ha

整備済面積 3,386 3,420 3,478 +92 +58

農道の km km km km km

整備済延長 231.3 231.4 236.2 +4.9 +4.8

防重ため池 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

着手箇所数 21 25 36 +15 +11
緊急輸送路の 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

農道橋の

耐震化数 11 11 14 3 3

項目

【島原地域の基本方針】

○本地域は、意欲ある担い手農家が多く、畑地帯においては現在実施中の基盤整備事業

の早期完了を目指すとともに、整備が望まれる未整備畑地帯においても、基盤整備事

業の実施により、担い手への農地流動化を促進し、新規就農者の育成や農業経営の安

定化を目指します。（三会原第４、桃山田、宮田、岡南部、馬場、津波見、一野、東

大など）

○水田地帯においても、水田の汎用化・畑地化による高収益作物の導入等により、農業

所得の向上を目指します。（横田、中原・寺中など）
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○農村地域を災害から未然に防止し、安全・安心な生活を確保するため、防災重点農業

用ため池の整備を推進します。（島原、大久保、南島原２期など）

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

水田の ha ha ha ha ha

整備済面積 1,758 1,758 1,764 +6 +6

畑地の ha ha ha ha ha

整備済面積 1,959 2,005 2,177 +218 +172

畑かんの ha ha ha ha ha

整備済面積 2,717 2,755 2,951 +234 +196

農道の km km km km km

整備済延長 124.1 124.1 124.1 　－ 　－

防重ため池 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

着手箇所数 28 31 40 +12 +9
緊急輸送路の 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

農道橋の

耐震化数 46 46 46 0 0

項目

【県北地域の基本方針】

○中山間地域における水田の基盤整備を行い、生産性の高い優良農地を確保します。

（大野、横手、釜田川、獅子など）

○農村地域を災害から未然に防止し、安全・安心な生活を確保するため、防災重点農業

用ため池の整備を推進します。（大島、流矢、平戸２期、柳ノ又、佐世保３期、松浦

３期、佐々２期など）

○地すべりの未然防止により、安全な農村生活基盤を維持します。（生月、平戸など）

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

水田の ha ha ha ha ha

整備済面積 3,130 3,130 3,158 +28 +28
畑地の ha ha ha ha ha

整備済面積 1,056 1,056 1,059 +3 +3
畑かんの ha ha ha ha ha

整備済面積 1,571 1,571 1,571 － －

農道の km km km km km

整備済延長 216.8 216.8 216.8 　－ 　－

防重ため池 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

着手箇所数 52 57 64 +12 +7

緊急輸送路の 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

農道橋の

耐震化数 0 0 0 0 0

項目
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【五島地域の基本方針】

○畑地の基盤整備や水田の汎用化・畑地化による優良農地を確保することで、担い手へ

の農地集積を加速化し、営農の省力化、高収益作物の品目導入等により生産性の向上

を図り、農業経営の安定化を目指します。（寺脇、富江・日の出、上有川など）

○農村地域を災害から未然に防止し、安全・安心な生活を確保するため、防災重点農業

用ため池の整備を推進します。（五島２期など）

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

水田の ha ha ha ha ha

整備済面積 1,134 1,139 1,139 +5 　－

畑地の ha ha ha ha ha

整備済面積 398 405 426 +28 +21

畑かんの ha ha ha ha ha

整備済面積 1,662 1,662 1,688 +26 +26

農道の km km km km km

整備済延長 146.1 146.1 146.1 　－ 　－

防重ため池 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

着手箇所数 7 9 13 +6 +4
緊急輸送路の 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

農道橋の

耐震化数 0 0 0 0 0

項目

【壱岐地域の基本方針】

○大規模化・省力化を支えるための生産基盤整備の推進及び既存の農業水利施設の補

修、更新を促進します。（木田）

○農村地域を災害から未然に防止し、安全・安心な生活を確保するため、防災重点農業

用ため池の整備を推進します。（壱岐、和田など）

現況 Ｒ７ 目標 整備量 整備量

（Ｒ６） （見込み） （Ｒ１２） （R7～R12） （R8～R12）

水田の ha ha ha ha ha

整備済面積 1,496 1,496 1,504 +8 +8

畑地の ha ha ha ha ha

整備済面積 39 39 39 　－ 　－

畑かんの ha ha ha ha ha

整備済面積 417 417 417 　－ 　－

農道の km km km km km

整備済延長 99.1 99.1 99.1 　－ 　－

防重ため池 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

着手箇所数 16 19 25 +9 +6

緊急輸送路の 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

農道橋の

耐震化数 0 0 0 0 0

項目
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【対馬地域の基本方針】

○基盤整備完了地区における生産性向上・担い手育成など営農強化を推進します。

現況 Ｒ２ 目標 整備量 整備量

（Ｒ元） （見込み） （Ｒ７） （R2～R7） （R3～R7）

ha ha ha ha ha

275 275 275 　－ 　－

ha ha ha ha ha

39 39 39 　－ 　－

ha ha ha ha ha

15 15 15 　－ 　－

km km km km km

67.9 67.9 67.9 　－ 　－

防重ため池 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

着手箇所数 0 0 0 0 0

防重ため池 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

着手箇所数 0 0 0 0 0

緊急輸送路の 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所

農道橋の

耐震化数 0 0 0 0 0

畑地の
整備済面積

項目

水田の
整備済面積

畑かんの
整備済面積

農道の
整備済延長



- 24 -

第７章 ながさき農業農村整備２０２５の検証【実績と評価】
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第４期ながさき農林業・農山村活性化計画の基本理念と基本目標



- 30 -

土地改良長期計画（令和７～１１年度）全体概要
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